
 

この間の臨床現場の混乱を避ける目的で、今回臨床系諸学会が協力して、診療行

為に関連した患者の死亡・傷害の所轄警察署への報告について具体的な指針をま

とめた。 

 → 以下に該当する患者の死亡または重大な傷害が発生したと判断した場合

には、診療に従事した医師は、速やかに所轄警察署への報告を行うことが望ま

しい。 

１．何らかの重大な医療過誤の存在が強く疑われ、または何らかの医療過誤の存

在が明らかであり、それが患者の死亡の原因となったと考えられる場合。 

 

⑧ 参議院厚生労働委員会 健康保険法等の一部を改正する法律案及び良

質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する

法律案に対する附帯決議（抜粋）（平成１８年６月１３日） 

医療事故対策については、事故の背景等について人員配置や組織・機構などの観

点から調査分析を進めるとともに、医師法第２１条に基づく届出制度の取扱いを含

め、第三者機関による調査、紛争解決の仕組み等について必要な検討を行うこと。 
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